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第１階層 生活保護受給世帯 0 0

第２階層 市区町村民税非課税世帯 0 0

第３階層 市区町村民税均等割のみ課税世帯 6,000 5,800

第４階層
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村
民
税
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得
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課
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48,600円未満 9,000 8,800

第５階層 48,600円以上58,700円未満 12,500 12,200

第６階層 58,700円以上97,000円未満 19,500 19,100

第７階層 97,000円以上131,300円未満 33,000 32,400

第８階層 131,300円以上169,000円未満 44,000 43,200

第９階層 169,000円以上213,000円未満 54,000 53,000

第１０階層 213,000円以上257,000円未満 57,000 56,000

第１１階層 257,000円以上301,000円未満 60,000 58,900

第１２階層 301,000円以上349,000円未満 63,000 61,900

第１３階層 349,000円以上397,000円未満 66,000 64,800

第１４階層 397,000円以上 69,000 67,800

川口市利用者負担（保育料）徴収基準表

●母子（父子）世帯等への軽減

３～６階層（ただし市民税所得割額77,101円未満の者に限る。）

に該当し、下に掲げる世帯は、
右表の利用者負担額となります。
(１) 母子（父子）世帯等
(２) 在宅障害児（者）のいる世帯
(３) 生活保護法に定める要保護者世帯等

保育標準時間 保育短時間

2,000 1,900

多子世帯への保育料軽減

小学生以上の兄弟姉妹でも生計を一
にしていれば下記減免対象です。

●一番上の子 全額
●上から２番目以降 無料

下記の市区町村民税の税額控除は
保育料の算定時に反映されません。
・住宅借入金控除（住宅ローン）
・配当控除
・寄付金控除（ふるさと納税）
など・・・

多子世帯への保育料軽減

小学生以上の兄弟姉妹でも生計を一に
していれば下記減免対象です。

※市区町村民税所得割税額が

57,700円未満の方が対象です。
●一番上の子 全額
●上から２番目 半額
●上から３番目以降 無料

小学生未満の兄弟姉妹が同時期に対象
施設を利用していれば下記減免対象で
す。

●一番上の子 全額
●上から２番目 半額
●上から３番目以降 無料
※利用施設によっては届出が必要です。


